
新型コロナウイルス感染症による影響が

長期化する中で、低所得一人親世帯に対し

て、子ども一人５万円給付を行うものです。 
 

対象は、低所得者の一人親世帯。下表が

対象となります。❶の児童扶養手当受給者

は「申請不要」で、３月・４月分の児童扶養手

当に合わせて５月１１日に支給（振込）されま

す。しかし、➋及び➌の対象者の場合は、

「申請が必要」で、案内文と申請書が市から

送られてきますので、これに基づき申請し、

受理後に支給されます。一人親以外の世帯

も大変。共産党は拡充を求めています。 

 

 

  

 

「やす民報」は、しんぶん「赤旗」とともにお届けしています。ぜひお読みください。日刊紙３４９７円、日曜版９３０円、滋賀民報３８０円 

 

日本共産党野洲市委員会 
２０２１年５月２日 №４０８ 
 

野並享子 北野１-7-10 （電話・ＦＡＸ）５８７－０９８５ 
東郷正明 比江８６４  （電話・ＦＡＸ）５８９－４１５８ 
工藤義明 小篠原８７９ （電話・ＦＡＸ）５８８－１８５６ 

日本共産党野洲市委員会が見解を発表しましたのでお知らせします 

◆５月３日（月）午前１０時  ◆アルプラザ前（野洲市小篠原） 
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対象と申請の有無 申請 

❶令和３年４月分の児童扶養手当の支給
を受けている者 

不要 

➋公的年金等を受給していることにより児
童扶養手当の支給を受けていない者 

必要 

➌新型コロナ影響で直近の収入が児童扶
養手当の対象となる水準に下がった者 

必要 
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 コロナ感染の収束が見えない状態で暮らしも営業も大変です。「暮らしを守れ！」

と求め実施された国の施策です。活用して負担を軽減させましょう。申請が必要な場

合も。申請等のお問合せは、市担当課、及び下記の党議員にお寄せください。 

コロナ禍のもと、令和２年度、減収した世

帯の国保税が減免されました。引き続き、

国保世帯は大変です。共産党は継続を要

求していましたが、令和３年度においても継

続・実施されることになりました。 
 

 対象は、❶前年所得が１０００万円以下、

➋主たる事業収入や給与収入などが前年

に比べて３割以上減少見込み、➌減収とな

る 所得以外に国保加入者の所得がある場

合はその所得が４００万円以下。減免割合

は以下の表の通りです。６月に国保税決定

通知が届いた以降に申請を受け付けます。 

世帯主の前年所得 国保税の減免割合 

３００万円以下 全 額 

４００万円以下 ８０％ 

５５０万円以下 ６０％ 

７５０万円以下 ４０％ 

１０００万円以下 ２０％ 

 

◆○私たちもお話しします 
市会議員 工藤義明、東郷正明、野並享子 

 


